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★ 自転車を盗まれる被害が急増！ 　路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています　 買い物など短時間でも路上に放置せず 確実に施錠しましょう ★

マイナンバー（個人番号）を事

務処理で使うとき、収集や保管

などに関する安全性は？

　マイナンバーは、利用できる事

務が法令で規定されています。法

令によるものを除き、マイナンバ

ーの収集・保管等はできません。ま

た、マイナンバーを利用するシス

テムへアクセスできる職員を制

限するほか、情報を暗号化します。

情報を同じ番号で管理する

と、マイナンバーが万が一漏え

いしたら、税や社会保障等、すべ

ての情報が漏えいするのでは？

　マイナンバー制度では、個人情

報を特定の機関が集約して管理

しません。例えば、国税に関する情

報は税務署に、児童手当や生活保

護に関する情報は区役所に、これ

までどおり情報は分散して管理

します。そのため、万が一の場合

でも、個人の情報すべてが漏えい

しない仕組みになっています。

マイナンバーが漏えいしたら

悪用されるのでは？

　区民の方が、マイナンバーを使

って税などの手続きをするとき

は、顔写真付きの身分証明書等

（個人番号カードや運転免許証な

ど）で本人確認を厳格に行うこと

が法律で義務付けられています。

マイナンバーが漏えいした場合で

あっても、マイナンバーだけで手

続きはできないため悪用はでき

ません。なお、マイナンバーが漏え

いした場合には、本人の請求など

により番号を変更できます。

※このほか、第三者委員会（特定

個人情報保護委員会）による監

視・監督や罰則の強化などの安

全措置を講じます。

【
開
設
場
所
】
区
役
所
本
庁
舎

1階
（
国
民
健
康
保
険
・
区
税

証
明
は

1階
に
臨
時
窓
口
を

設
置
）

※
本
庁
舎

1階
の
出
入
口
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

取
り

扱
い

事
務

　
必
要
書
類
や
本
人
確
認
書
類

（
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
と

代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
）
等

が
な
い
と
、
届
出
や
証
明
書
等

の
交
付
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
事
前
に
必
ず
担
当
係

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
他
の
機
関
に
確
認
が
必
要
な

手
続
き
な
ど
は
、
取
り
扱
え
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
住
民
記
録

▼
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯
変
更

の
届
出
（
国
外
か
ら
の
転
入
は

取
り
扱
い
ま
せ
ん
）、
▼
外
国
人

住
民
の
住
居
地
届
（
在
留
カ
ー
ド

ま
た
は
特
別
永
住
者
証
明
書

（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切
り
替
え

る
前
の
方
は
外
国
人
登
録
証
明

書
）
が
必
要
）、
▼
住
民
票
の
写

し
、
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

の
交
付
（
請
求
で
き
る
の
は
、
ご

本
人
か
同
一
世
帯
の
家
族
の

み
。広
域
交
付
住
民
票
の
写
し
は

発
行
で
き
ま
せ
ん
）、
▼
不
在
住

証
明
書
の
交
付
、▼
印
鑑
登
録
申

請
・
廃
止
の
届
出
、
▼
印
鑑
登
録

証
明
書
の
交
付
（
印
鑑
登
録
証

（
カ
ー
ド
）
が
必
要
）、
▼
自
動
交

付
機
の
利
用
登
録
申
請
、
▼
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
申
請
・
交
付

（
電
子
証
明
書
は
発
行
で
き
ま
せ

ん
）、
▼
特
別
永
住
者
に
関
す
る

申
請
等

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民
記

録
係
（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2

7
3）

3
6
0
1へ

。

◎
戸
籍

▼
戸
籍
届
書
の
預
か
り
（
届
書

の
内
容
確
認
等
は
翌
開
庁
日
に

行
い
ま
す
）
、
▼
火
葬
・
改
葬
許

可
証
、
区
民
葬
儀
券
の
交
付
、

▼
戸
籍
・
除
籍
・
改
製
原
戸
籍
謄

抄
本
、
戸
籍
・
除
籍
全
部
（
個
人
）

事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票
の

写
し
の
交
付
（
請
求
で
き
る
の

は
、
そ
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て

い
る
方
と
そ
の
配
偶
者
、
直
系

血
族
（
関
係
が
確
認
で
き
る
書
類

が
必
要
）
の
み
）
、
▼
身
分
証
明

書
、
不
在
籍
証
明
書
の
交
付

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
戸
籍
係

（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
5
0
9へ

。

◎
国
民
健
康
保
険

▼
資
格
の
取
得
、▼
資
格
の
喪
失

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国

保
資
格
係（
本
庁
舎

4階
）
（

5

2
7
3）

4
1
4
6へ

。

◎
区
税

▼
納
税
・
課
税
（
非
課
税
）
証
明

書
の
交
付
（
申
告
等
に
よ
り
税

情
報
が
あ
る
方
の
み
）

【
問
合
せ
】
税
務
課
収
納
管
理
係

（
本
庁
舎

6階
）

（

5
2
7
3）

4
1
3
9へ

。

【開設時間】

午前9時～午後5時

みみんんななののママイイナナンンババーー

ママイイナナンンババーー制制度度っっててななにに？？
③③個人情報のの安全管理対策

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん
」

　10月から始まる社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）に関す

る皆さんの疑問にお答えするため、連載で最新の情報などをお知ら

せしています（月1回掲載予定）。今回は、個人情報の安全管理対策に

ついての疑問にお答えします。

【問合せ】企画政策課（本庁舎3階）（5273）3894・（5272）5500へ。

◎平和図書の展示

【期間】7月22日～8月23日

（休館日を除く）

【会場】各区立図書館

【問合せ】中央図書館（3364）

1421へ。

◎平和映画会

戸山図書館

【日時・上映作品】「戦争と人間」、①

7月26日…「第1部悲しみの序曲」

（3時間17分）、②8月2日…「第

2部愛と悲しみの山河」（2時間59

分）、③8月9日…「第3部完結編」

（3時間7分）、いずれも午後1時から

【会場】戸山生涯学習館（戸山2―

11―101）

【申込み】事前に電話または直接、

戸山図書館（戸山2―11―101）

（3207）1191へ。各回先着100名。

中央図書館

【日時・上映作品】①8月6日…

「NHK特集日本の戦後第1回 日

本分割知られざる占領計画」（58

分）、②8月8日…「ニュルンベ

ルク裁判 人民の裁き」（1時間2

分）、いずれも午後2時から

【会場・申込み】当日直接、中央図書

館（大久保3―1―1、旧戸山中学校）

（3364）1421へ。各先着40名。

こども図書館

【日時・上映作品】8月7日午後2

時から…「ヒロシマに一番電車が

走った」（32分）

【対象】中学生まで、40名（保護者

の同伴可）

【会場・申込み】当日直接、こども図

書館（大久保3―1―1、中央図書館

内）（3364）1421へ。先着順。

西落合図書館

【日時・上映作品】8月9日午後1

時～3時15分…「日輪の遺産」（2

時間14分）

【対象】中学生以上、20名

【会場・申込み】7月17日から電

話または直接、西落合図書館（西落

合4―13―17）（3954）4373へ。

先着順。

◎製本講座

想いをつづるノートづくり

　平和図書展示の開催中に、利用

者が書いた「平和への想い」を集め

たノートを図書館が製本します。

同時に、自由に想いをつづられる

ノートの製本講座を開催します。

【日時】8月23日午後1時～3時

【対象】中学生以上、10名

【会場・申込み】事前に電話または

直接、鶴巻図書館（早稲田鶴巻町

521）（3208）2431へ。先着順。

◎一人読み語り芝居

井上ひさし「父と暮せば」

【日時】8月11日午後7時から

（午後6時30分開場）

【会場】大久保地域センター（大久

保2―12―7）

【申込み】事前に電話または直接

大久保図書館（大久保2―12―7）

（3209）3812へ。先着30名。

戦戦争争とと平平和和ががテテーーママのの区区立立図図書書館館のの催催しし

7月26日は

国民健康保険料の
休日相談も実施します

　
指
定
期
限
を
過
ぎ
て
も

納
付
が
な
い
場
合
は
、
差

し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処

分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
国
民
健
康
保
険
料
を
滞

納
し
て
い
る
方
は
、
こ
の

機
会
に
相
談
に
お
い
で
く

だ
さ
い
。
同
時
に
納
付
も

受
け
付
け
ま
す
。

【
開
設
時
間
】
午
前

9時
～

午
後

4時

30分

【
開
設
場
所
・
問
合
せ
】医
療

保
険
年
金
課
納
付
相
談
係

（
本
庁
舎

4階
）
（

5
2
7

3）

3
8
7
3・

4
5
3
0へ

。

※
火
曜
日
は
午
後

7時
ま

で
窓
口
を
延
長
し
、
相
談
・

納
付
を
お
受
け
し
て
い
ま

す
。

7月は
26日 第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設

　
傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
当
日
直

接
、
各
会
場
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

審
議
会

【
日
時
】

7月

23日

午
前

10時
～

12時

【
会
場
】
区
役
所
本
庁
舎

6階
第

3委

員
会
室

【
問
合
せ
】
区
政
情
報
課
広
報
係
（
本

庁
舎

3階
）

（

5
2
7
3）

4
0
6

4・

（

5
2
7
2）

5
5
0
0へ

。

高
齢
者
保
健
福
祉
推
進

協
議
会

【
日
時
】

7月

24日

午
後

2時
～

4時

【
会
場
】
区
役
所
本
庁
舎

5階
大
会
議

室

【
内
容
】
新
宿
区
高
齢
者
保
健
福
祉
計

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
と

推
進

【
問
合
せ
】
高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
福

祉
企
画
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2

7
3）

4
5
9
1へ

。

都
市
計
画
審
議
会

【
日
時
】

7月

27日

午
後

2時
～

4時

【
会
場
】
区
役
所
本
庁
舎

6階
第

2委

員
会
室

【
内
容
】
新
宿
区
都
市
計
画
審
議
会

会
長
の
選
出
等
、
西
新
宿
五
丁
目
北

地
区
防
災
街
区
整
備
事
業（
審
議
）

【
問
合
せ
】
都
市
計
画
課
都
市
計
画
係

（
本
庁
舎

8階
）

（

5
2
7
3）

3
5

2
7へ

。

総
合
教
育
会
議

【
日
時
】

7月

29日

午
後

2時
か
ら

【
会
場
】
区
役
所
本
庁
舎

6階
第

2委

員
会
室

【
内
容
】
教
育
・
学
術
・
文
化
の
振
興
に

関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱
の
策

定

【
問
合
せ
】
総
務
課
総
務
係
（
本
庁
舎

3階
）

（

5
2
7
3）

3
5
0
5へ

。

景
観
ま
ち
づ
く
り
審
議
会

【
日
時
】

7月

30日

午
後

2時
～

4時

【
会
場
】
区
役
所
本
庁
舎

6階
第

3委

員
会
室

【
内
容
】「
潤
い
と
歴
史
か
お
る
四
谷

駅
周
辺
地
区
」
の
区
分
地
区
指
定
に

つ
い
て
ほ
か

【
問
合
せ
】
景
観
と
地
区
計
画
課
（
本

庁
舎

8階
）

（

5
2
7
3）

3
8
3

1へ
。

図
書
館
運
営
協
議
会

【
日
時
】

7月
31日


午
前

9時

30分

～

11時

30分

【
内
容
】
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
サ
ー
ビ

ス
の
あ
り
方

【
会
場
・
問
合
せ
】
中
央
図
書
館
（
大
久

保

3―

1―

1、
旧
戸
山
中
学
校
）

（

3
3
6
4）

1
4
2
1へ

。

多
文
化
共
生
ま
ち
づ
く
り
会
議

【
日
時
】

7月

31日

午
後

2時
～

4時

【
会
場
】
区
役
所
本
庁
舎

5階
大
会
議

室

【
内
容
】
新
宿
区
多
文
化
共
生
実
態
調

査
ほ
か

【
問
合
せ
】
多
文
化
共
生
推
進
課
多

文
化
共
生
推
進
係
（
本
庁
舎

1階
）


（

5
2
7
3）

3
5
0
4へ

。

特
別
区
職
員
（

Ⅲ
類
）


身
体
に
障
害
の
あ
る
方
対
象

【
職
種
・
採
用
予
定
数
】
事
務

27名

【
受
験
資
格
】
次
の
要
件
の
す
べ
て
に

該
当
し
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
方

▼
身
体
障
害
者
福
祉
法
第

15条
に

定
め
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
、
▼
昭
和

63年

4月

2日
～
平
成

10年

4月

1日
生
ま

れ
、
▼
自
力
で
通
勤
が
で
き
、
介
護

者
な
し
に
職
務
の
遂
行
が
可
能
、

▼
通
常
の
勤
務
時
間
（
原
則
と
し
て

週

38時
間

45分
、

1日

7時
間

45

分
）
に
対
応
で
き
る
、
▼
活
字
印
刷

文
に
よ
る
出
題
に
対
応
で
き
る

【

1次
選
考
日
】

9月

13日


【
申
込
み
】
郵
送
は

8月

17日

、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は

8月

19日

（
消

印
・
受
信
有
効
）
ま
で
に
特
別
区
人

事
委
員
会
事
務
局
任
用
課
（
〒

1
0

2・

0
0
7
2千

代
田
区
飯
田
橋

3―

5―

1）

（

5
2
1
0）

9
7

8
7・


h

ttp
:/

/
w

w
w

.to
k

y
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2
3

c
ity

.o
r.jp

/
s
a

iy
o

u
-sik

e
n

.

h
tm
へ
。
詳
し
く
は
、
区
人
事
課
（
本

庁
舎

3階
）

（

5
2
7
3）

4
0
5

3、
特
別
出
張
所
・
区
立
図
書
館
等

で
配
布
す
る
選
考
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

歯
な
ら
び
・
か
み
合
わ
せ
相
談

【
日
時
】

8月

7日

午
後

1時

30分

～

4時

10分
。相
談
は

1人

15分
程
度

【
対
象
】区
内
在
住
の
方
、

8名
程
度

【
内
容
】
歯
科
矯
正
専
門
医
の
問
診

と
個
別
相
談
（
講
師
は
田
村
隆
彦
・

日
本
大
学
歯
学
部
付
属
歯
科
病
院

歯
科
医
師
）

※
検
査
等
は
行
い
ま
せ
ん
。

【
会
場
・
申
込
み
】
電
話
で
落
合
保
健

セ
ン
タ
ー
（
下
落
合

4―

6―

7）

（

3
9
5
2）

7
1
6
1へ

。先
着
順
。

後期高齢者医療制度に加入している方へ

保険料の
イメージ

27年度の保険料のお知らせをお送りします
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65歳以上の方へ
国民健康保険

昭和15年8月2日～昭和20年8月1日生まれの方へ

新しい高齢受給者証をお送りします
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